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個人情報ファイル簿（単票）                  【こども家庭課・母子保健係】 
個人情報ファイルの名称 妊婦支援台帳 

行政機関等の名称 二本松市長 

個人情報ファイルが利用に供される事

務をつかさどる組織の名称 
保健福祉部こども家庭課 

個人情報ファイルの利用目的 妊娠届出の受付及び母子手帳交付に関する事務を行うため 

記録項目 

１妊娠届出番号、２個人番号、３妊婦氏名、４年齢、５住所、

６出産予定日、７出産予定病院、８妊娠２０週以降の届出、９

アンケート項目内容、１０家族(未婚、再婚、死別、内縁、パ

ートナーが無職か非常勤か)、１１母について(１９歳以下の妊

婦か否か、第１子妊娠時３５歳以上か否か、第２子妊娠時４０

歳以上か否か、不妊治療の有無、国籍、疾患・障害の有無)、

１２妊娠・分娩(多胎、多産、流早産、死産の有無、中絶２回

以上、妊健未受診・飛び込み出産)、１３その他(居住地が不明

確、児や兄弟への虐待歴・通告歴、支援者の有無) 

１４妊婦連絡票(医療機関、子育て支援アンケート内容、要支

援妊婦アセスメント、市町村への連絡・依頼事項)、１５ハイ

リスク妊産婦連絡票(医療機関、ハイリスク妊産婦と判断した

要因、児の状況、市町村への連絡・指示事項)、１６ケース検

討会結果、１７出生児(児の個人番号・氏名・生年月日) 

記録範囲 妊娠届出者、出生届出者 

記録情報の収集方法 本人又は代理人、健康管理システム、医療機関 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 医療機関 

開示請求等を受理する組織の名称及び

所在地 

（名 称）二本松市総務部人事行政課 

（所在地）〒964-8601 二本松市金色 403番地 1 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集

をする個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受け

る組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案を受ける組織の名称及び所

在地 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含ま

れているときはその旨 
含む 

備考  

作成日（最終修正日）：令和６年４月１日 


